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感染症に関する症状や感染予防、検査方法等について、専従スタッフによる助言や情報提供が受けられます。

ワクチン接種に関する質問を受け付けます。副反応や有効性・安全性など医療関連の相談は、山口県ワクチン接種専
門相談センター（☎︎ 083-902-2277、毎日24 時間対応）へ。 ☎︎ 0570-050-062【平日 8:30 〜 17:15】

▪山口県受診相談センター

▪山陽小野田市ワクチン接種コールセンター

感染予防・健康に関する相談等について、受け付けています。

◉新型コロナウイルス対策総合窓口（総務課危機管理室内）
☎︎ 82-1122　FAX 83-2604【平日 8:30 〜17:15】

♯7700（IP 電話、ひかり電話など  ☎︎083-902-2510）【毎日 24 時間対応】

◉健康増進課　☎︎ 71-1814　FAX 73-1879【平日 8:30 〜17:15】

相談先が分からない場合に、問い合わせ窓口をご案内します。▪市の総合窓口

▪市の健康相談窓口

市ホームページ「新型コロナウ
イルスに関連したお知らせ」▶

■住民票所在地（住所地）以外での接種を希望する場合
　原則として、住所地の市町村の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。ただし、

以下のようなやむをえない事情がある場合は、住所地以外で受けることができます。
●接種を受ける市町村へ届出申請を行うことで接種ができる人
◦出産のために里帰りしている妊産婦　　◦遠隔地へ下宿している学生　　◦単身赴任者
◦ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者など 
◎申請方法：接種券が届いたら、接種を受ける市町村に「住所地外接種届」の提出が必要です。
　詳しくは、山陽小野田市ワクチン接種コールセンターへお問い合わせください。
※住所地外接種届は、市ホームページ、健康増進課窓口等で入手できます。

●接種を受ける市町村への届出申請を省略することができる人
◦高齢者施設等へ入所している人や長期入院中の人　　◦基礎疾患のある人が主治医のもとで接種する場合
◦災害（地震、水害等）により、住所地以外へ避難している人
◦勾留中または留置されている人、受刑者 等

■使用するワクチン　ファイザー社の新型コロナワクチン
※今後追加される場合があります。

■接種回数　2 回（3 週間の間隔 / 筋肉注射）
※現時点では、ファイザー社のワクチンのみですが、今後追加された場合は 1 回目と同じワクチンを接種する

ようになります。

■高齢者以外の接種　高齢者以外の人は、ワクチン供給を踏まえ、順次接種券等を発送する予定です。

◦同封された接種券は、
2 回分の「接種券」や

「予防接種済証」が 1
枚になっています。毎
回切り離さず台紙ごと
お持ちください。

◦ 2 回分、2 枚の「予診
票」を同封します。毎
回 1 枚をあらかじめ
記入してお持ちくだ
さい。

◦運転免許証　 ◦健康保険証
◦マイナンバーカード
◦年金手帳　    ◦パスポート 等

❶接種券 ❷予診票

❸本人確認書類

ワクチン接種には❶接種券  ❷予診票  ❸本人確認書類が必要です。
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忘れずに！


